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ワン
ポイント

3日・文化の日　23日・勤労感謝の日　24日・振替休日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2025（令和7年）

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月

税を考える週間　税の役割や意義を理解し、納税意識を高めることを目的とした啓発活
動が「税を考える週間」です。毎年この時期には各地で税に関する様々な広報イベントや
講演会が開かれるほか、児童・生徒から募集した税に関する作文や書道、標語などの作品展・
表彰式、税務行政への功労者に対する納税表彰なども行われます。

国　税／�10月分源泉所得税の納付� 11月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請� �

� 11月17日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付�

� 12月1日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 12月1日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 12月1日
国　税／�3月決算法人の中間申告� 12月1日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告�

（年3回の場合）� 12月1日
地方税／�個人事業税第2期分の納付� �

� 都道府県の条例で定める日
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※税を考える週間　11月11日〜11月17日

メタセコイア



11 月号─2

　

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始

ま
っ
て
２
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
経

済
活
動
の
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
間
に
も
事
業
者
等

か
ら
は
数
々
の
質
問
が
国
税
庁
に
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
こ
れ

ら
の
質
問
よ
り
国
税
庁
が
新
た
に
取

扱
い
を
示
し
た
も
の
を
中
心
に
、
消

費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て

取
り
上
げ
ま
す
。

  

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

　

初
め
に
、
消
費
税
の
仕
組
み
と
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て
簡
単
に
お

さ
ら
い
し
ま
す
。

　

消
費
税
は
、商
品
や
製
品
の
販
売
、

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
に
課
税
さ
れ

る
税
で
、
消
費
者
が
負
担
し
事
業
者

が
納
付
し
ま
す
。
生
産
や
流
通
な
ど

の
各
取
引
段
階
で
二
重
三
重
に
課
税

さ
れ
て
、
税
が
累
積
し
な
い
仕
組
み

が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

課
税
売
上
に
係
る
消
費
税
額
か
ら
、

課
税
仕
入
等
に
係
る
消
費
税
額
を
控

除
（
以
下
「
仕
入
税
額
控
除
」）
し
て
、

納
税
額
を
計
算
し
ま
す
。【
図
１
参

照
】

　

仕
入
税
額
控
除
を
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
金
額
が
正
し
い
こ
と
を
確
認
で

き
る
よ
う
、
適
格
請
求
書（
以
下「
イ

ン
ボ
イ
ス
」）
の
保
存
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
は
、
売
手
が

買
手
に
対
し
て
、
正
確
な
適
用
税
率

や
消
費
税
額
等
を
伝
え
る
も
の
で
、

一
定
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
や

デ
ー
タ
を
い
い
ま
す
。
請
求
書
に
限

ら
ず
、
所
定
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た

書
類
で
あ
れ
ば
、
領
収
書
や
納
品
書

な
ど
の
名
称
を
問
わ
ず
、
イ
ン
ボ
イ

ス
に
な
り
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、
令
和
５
年

10
月
１
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
そ
れ

以
降
は
イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
い
仕
入
れ

や
経
費
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

仕
入
税
額
控
除
が
で
き
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
一
定
の
経
過
措
置
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

  �

イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
に
係
る

金
銭
的
負
担

　

イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
に
つ
い
て
は
、

書
面
だ
け
で
は
な
く
電
子
デ
ー
タ
に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
を
電
子
デ
ー

タ
で
提
供
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
事

業
者
が
、
書
面
で
の
イ
ン
ボ
イ
ス
の

交
付
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
相
手

方
に
手
数
料
の
負
担
を
求
め
る
こ
と

は
、
問
題
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
手
数
料
な
ど
が
、
印
刷
代
の

よ
う
に
書
面
の
発
行
な
ど
の
事
務
負

担
等
に
係
る
費
用
と
し
て
社
会
通
念

上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
直
ち
に
問
題
と
は
な
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
取
引
の
相
手
方

に
対
し
て
取
引
上
の
地
位
が
優
越
し

て
い
る
よ
う
な
場
合
に
、
著
し
く
高

額
な
手
数
料
な
ど
の
負
担
を
求
め
る

こ
と
は
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
と
し

て
、
独
占
禁
止
法
上
の
問
題
と
な
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、受
領
す
る
手
数
料
等
は「
書

面
に
よ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
」
と

い
う
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
に

インボイスの交付　インボイスの交付　
迷いやすいポイント迷いやすいポイント

消費者が負担する
消費税額は 50 万円

合計で 50万円納税されている

税　抜 200 万円
消費税 20 万円

20 万円を納税
20 万円－0円

10 万円を納税
30 万円－20 万円

20 万円を納税
50 万円－30 万円

税　抜 300 万円
消費税 30 万円

税　抜 500 万円
消費税 50 万円

消費税と地方消費税を
合わせた税率（10％）
で計算しています。

製
造
業
者

卸
売
業
者

小
売
業
者

消
費
者

【図１】　消費税及び地方消費税の負担と納付の流れ



3─ 11月号

該
当
し
ま
す
の
で
、
そ
の
手
数
料
等

に
つ
い
て
も
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義

務
が
生
じ
ま
す
。

  

イ
ン
ボ
イ
ス
の
再
発
行

　

イ
ン
ボ
イ
ス
の
発
行
事
業
者
は
、

取
引
の
相
手
方
で
あ
る
課
税
事
業
者

か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
イ
ン
ボ
イ
ス

を
交
付
す
る
義
務
が
生
じ
ま
す
。
商

品
な
ど
の
販
売
時
に
イ
ン
ボ
イ
ス
を

交
付
し
て
い
る
場
合
、
後
日
再
交
付

を
求
め
ら
れ
て
も
、
改
め
て
交
付
す

る
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
で
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
取
引
の

相
手
方
に
一
度
も
交
付
し
て
い
な
い

場
合
で
後
日
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
を

求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス

を
交
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
も
し
レ
ジ
シ
ス
テ
ム
の
仕
様

な
ど
に
よ
り
一
定
期
間
し
か
発
行
で

き
な
い
と
し
て
も
、そ
の
こ
と
を
も
っ

て
交
付
義
務
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
方
か
ら
の
具
体

的
な
取
引
記
録
が
示
さ
れ
、
イ
ン
ボ

イ
ス
を
交
付
す
べ
き
事
情
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
手
書
き
に

よ
る
な
ど
何
ら
か
の
対
応
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
し
よ

う
と
し
た
も
の
の
顧
客
が
受
け
取
ら

ず
物
理
的
な
交
付
が
で
き
な
か
っ
た

よ
う
な
場
合
は
、
交
付
し
た
こ
と
と

し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

  

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税

　

事
業
者
が
日
本
国
内
の
消
費
者
な

ど
に
対
し
て
行
う
ア
プ
リ
配
信
等
の

電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
つ
い

て
は
、
そ
の
事
業
者
が
国
内
事
業
者

か
国
外
事
業
者
で
あ
る
か
に
係
わ
ら

ず
、
役
務
の
提
供
を
行
う
事
業
者
が

申
告
・
納
税
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
が
令
和
７
年
４
月

１
日
以
後
、
国
外
事
業
者
が
デ
ジ
タ

ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
行

う
消
費
者
向
け
電
気
通
信
利
用
役
務

の
提
供
で
、
か
つ
、
特
定
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
て
そ
の
役

務
の
対
価
を
収
受
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
の
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
事
業
者
が
役
務
の
提
供
を
行
っ
た

も
の
と
み
な
し
て
、
申
告
・
納
税
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を

消
費
税
の
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課

税
」と
い
い
ま
す
。【
図
２
参
照
】

　

自
社
が
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を

介
し
て
海
外
か
ら
消
費
者
向
け
電
気

通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
該
当
す
る

ア
プ
リ
の
配
信
を
受
け
た
場
合
、
そ

の
ア
プ
リ
の
配
信
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
課
税
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
き
は
、

国
外
事
業
者
で
あ
る
ア
プ
リ
配
信
者

が
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
一
方
、プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
課
税
の
対
象
と
な
る
場
合
は
、
特

定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
イ

ン
ボ
イ
ス
を
交
付
す
る
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
ら
の
イ
ン
ボ
イ
ス
を
保
存
す
る

こ
と
で
仕
入
税
額
控
除
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
や
、
そ

の
事
業
者
に
係
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
の
名
称
は
、国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の「
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
事
業
者
名
簿
」
に
公
表
さ
れ
て
い

ま
す
。

【図２】　消費税のプラットフォーム課税 国税庁資料より

国内事業者・・・・国外事業者
役務提供① 役務提供③

役務提供② 役務提供④
国内消費者等

特定プラット
フォーム事業者

改正前後の消費者向け電気通信利用役務の提供に係る申告納税義務者
役務提供① 役務提供② 役務提供③ 役務提供④

改正前 国外事業者 国外事業者 国内事業者 国内事業者

改正後

特定
プラット
フォーム
事業者

国外事業者 国内事業者 国内事業者
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雑
所
得
は
、一
定
の
も
の
を
除
き
、

税
法
上
特
に
内
容
に
つ
い
て
定
義
せ

ず
、「
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
不

動
産
所
得
、
事
業
所
得
、
給
与
所
得
、

退
職
所
得
、
山
林
所
得
、
譲
渡
所
得

及
び
一
時
所
得
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
所
得
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
事
業
所
得
」
と
「
業
務
に
係
る
雑

所
得
」
は
、
社
会
通
念
上
事
業
と
称

す
る
に
至
る
程
度
で
行
っ
て
い
る
か

否
か
で
判
断
す
る
の
が
原
則
で
す
が
、

取
引
を
記
帳
し
帳
簿
書
類
を
保
存
し

て
い
る
場
合
は
、
概
ね
事
業
所
得
と

認
め
ら
れ
ま
す
。
記
帳
や
帳
簿
書
類

の
保
存
が
無
い
場
合
は
、
そ
の
所
得

に
係
る
収
入
金
額
が
３
０
０
万
円
を

超
え
、
か
つ
事
業
所
得
と
認
め
ら
れ

る
事
実
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
基
本

的
に
は
業
務
に
係
る
雑
所
得
に
該
当

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

資
産
の
譲
渡
は
譲
渡
所
得
な
ど
に
区

分
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
事
業
と
認
め

ら
れ
る
か
否
か
を
個
別
に
判
断
す
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

業
務
に
係
る
雑
所
得

　所得税の予定納税の義務がある人が、廃
業・休業・業績不振などにより、その年の
6月30日の現況による申告納税見積額が
予定納税額の計算の基礎となった予定納税
基準額に満たないと見込まれる場合や、そ
の年の10月31日の現況による申告納税見
積額が既に受けている減額の承認に係る申
告納税見積額に満たないと見込まれる場合
に予定納税額の減額を求める手続きを、「予
定納税額の減額承認申請」といいます。
　廃業・休業・業績不振以外には、災害な
どで事業用資産などに損害を受けた場合や
雑損控除を受ける場合、医療費控除などの
控除額が増える場合、扶養控除の対象者が
増えた場合なども、申請が可能です。
　第1期分及び第2期分の申請はその年の
7月15日までに、第2期分のみ及び特別
農業所得者の申請は11月15日（今年は
11月17日）までに提出が必要です。

11月の税務 ピックアップ  
所得税予定納税額の 
減額承認申請

　内国法人の各事業年度の所得の金額の計
算上、損金の額に算入しない給与から除く
ものの一つに、事前確定届出給与がありま
す。これは、内国法人が役員に対して支給
する給与のうち、その役員の職務につき所
定の時期に、確定した額の金銭等を交付す
る旨の定めに基づいて支給する給与で、定
期同額給与及び業績連動給与のいずれにも
該当しないもののうち一定の要件を満たす
もので、納税地の所轄税務署長に事前確定
届出給与に関する届出書（以下、「届出書」）
により届け出ているものです。
　届出書の提出期限は、株主総会等の決議
により、役員の職務につき所定の時期に確
定した額の金銭等を交付する旨の定めをし
た場合におけるその決議をした日、又は、
その職務の執行の開始の日のいずれか早い
日から1か月を経過する日とされています。

ただし、その1か月を経過する日が「職務執
行の開始日」の属する会計期間開始の日から
4か月を経過する日後等である場合には、
その4か月を経過する日等とされています。
　合同会社の業務執行社員は、会社法上「職
務執行の開始日」を定める必要がなく、社
員となったときからその業務を執行するこ
ととなり、その合同会社の社員となった日
の属する事業年度の翌事業年度以後の「職
務執行の開始日」が明らかではありません。
ただ、業務執行社員に支給する役員給与や
役員賞与が、前事業年度以前の決算の状況
を踏まえた当事業年度の業績見込みを考慮
して、前事業年度の決算が確定する定時社
員総会において総社員の同意をもって決定
をするような手続によるものであれば、そ
の給与や賞与はその定時社員総会から次の
定時社員総会までの職務執行の対価と考え
られ、職務執行の開始日はその定時社員総
会の開催日となると考えられます。届出書
の提出期限は、その定時社員総会の開催日
から1か月を経過する日となります。

合同会社の社員に対する 
事前確定届出給与


